
 

 

和解契約書（全部） 

原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ１、同Ⅹ２、同Ⅹ３、同Ⅹ４及び同Ⅹ５（以下これ

ら５名を合わせて「申立人ら」という。）並びに利害関係人（亡Ａ法定相続人）

Ｂ（以下「利害関係人」という。）と被申立人東京電力株式会社（以下「被申立

人」という。）は、次のとおり和解する。 

第１ 表明及び保証 

  申立人Ⅹ１及び申立人Ⅹ２並びに利害関係人（以下これら３名を合わせて

「相続人ら」という。）は、被申立人に対し、次の事項を表明し保証する。 

 １ 亡Ａ（以下「被相続人」という。）が平成２３年５月○日に死亡し、相続

人らが、被相続人の被申立人に対する損害賠償請求権を承継したこと 

 ２ 相続人らの知る限り、相続人らが被相続人の全相続人であること 

第２ 和解の範囲 

  申立人ら及び利害関係人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下 

記の期間に限る。）について和解することとし、それ以外の点については、本 

和解の効力は及ばないことを相互に確認する。 

                記 

１ 損害   

⑴ 避難費用 

 ア 宿泊費             ２５０，０００円 

 イ 移動・交通費           ４０，０００円 

 ウ 一時立入費用           ２０，０００円 

⑵ 生活費増加分 

 ア 食費              １３０，０００円 

 イ 物品購入費           ２５０，０００円 

 ウ 医療費             ２２６，０００円 

⑶ 精神的損害（亡Ａ分） 

 ア 避難慰謝料           ３２０，０００円 

 イ 入院慰謝料           ３８０，０００円 

 ウ 死亡慰謝料         ９，０００，０００円 

⑷ 精神的損害（申立人Ⅹ１分） 

   避難慰謝料         １，５７０，０００円 

⑸ 逸失利益 

 ア 年金            ３，７２９，９７２円 

 イ 事業              ４１１，３３９円 

旧警戒区域に居住し、既往症があった８０歳台半ばの高齢者が、体育館等

への避難から間もなく誤嚥性肺炎により入院し、平成２３年５月に死亡した

事案について、死亡に対する原発事故の寄与度を５割とした上で、相続人で

ある申立人らに死亡慰謝料９００万円が賠償された事例。 
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⑹ 本件和解仲介に関する弁護士費用  ４８９，８１９円 

⑺ 合計            １６，８１７，１３０円  

   

    

２ 期間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年３月３１日 

 （ただし、前項⑵ウ並びに⑶ア及びイについては、自 平成２３年３月１

１日 至２３年５月○日  

第３ 和解金額 

  被申立人は、申立人ら及び利害関係人に対し、第２記載の損害項目及び期 

間に対する和解金として、１６８１万７１３０円の支払義務のあることを認 

める。 

第４ 確認 

  被相続人の死亡に関する利害関係人の慰謝料請求権については、申立人Ⅹ

１において解決を図るものとする。 

第５ 既払金 

  申立人ら及び利害関係人と被申立人は、被申立人が申立人Ⅹ１及び被相続

人に対し、仮払補償金として、合計１，３００，０００円を支払い済みであ

ることを確認する。 

  申立人ら及び利害関係人は、被申立人に対し、既払い金１，３００，００

０円のうち３００，０００円については申立人Ⅹ１が、その余の１，０００，

０００円については申立人ら及び利害関係人が、それぞれ清算義務を負って

いること並びに次回以降の和解時にこれを清算する予定であることを確認す

る。 

第６ 支払方法 

  （省略） 

第７ 清算  

申立人ら及び利害関係人と被申立人は、第２、１項⑴、⑵ア及びイ並びに

⑹の損害項目（同項記載の期間に限る。また、その遅延損害金を含む。）に

ついては、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないこ

とを相互に確認する。 

第８ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び利害

関係人並びに被申立人が署名（記名）押印の上、申立人ら及び利害関係人全員

が１通と被申立人が１通をそれぞれ保有するものとする。また、本和解契約書

の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年１０月２３日 

 

（仲介委員長 服部訓子、 仲介委員 山﨑司平、 同 赤尾太郎） 


